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議      長  日程第３「町長の行政報告」に入ります。 

町      長  皆さん、改めましておはようございます。若葉が目にまぶしい季節となりま

した今日この頃でございますが、議員各位におかれましてはますますの御健勝

のことと心からお喜びを申し上げます。 

 ５月５日は５年ぶりとなります寄地区において若葉まつりが開催をされまし

た。大変お忙しい中、御参集頂きました議員の皆様方には御礼申し上げます。

ありがとうございます。当日は御存じのようにものすごく天気も恵まれて、大

盛況でございました。来年は松田町と旧寄村の合併70周年というふうな記念す

べき年になりますので、今年の課題をしっかり整理させてもらいながら、来年

またさらに盛大に開催できますことを期待しているところでございます。 

 また、御存じだと思いますけれども、先週になりますね。湯河原の冨田町長

さんが現役で66歳という生涯を閉じられたということになります。昨日がお通

夜で、今日が告別式ということで、現職ですし、いろいろ世話になったので告

別式には行きたいかなと思っているところでもございます。皆さん方も本当に

命に限りがあると分かっていらっしゃると思いますけども、本当に御無理のな

いように、長く生きていただければというように思います。 

 また事務的になりますけども、町村会の中で任期が上から数えると私が４番

目という立場になることによって、いろんな当て職が回ってきます。そういう

ことで、外に出る機会がさらに多くなりますけども、ちょっとその中でも町職

員一丸となって、行政のほうがおろそかにならないように努めてまいりますの

で、御了承頂くようよろしくお願いいたします。 

 さて、去る５月10日に令和６年第２回松田町議会臨時会の招集告示をいたし

ましたところ、議員各位におかれましては公私にわたり大変御多用のところ、

議員全員の出席を賜り、ここに本臨時会が開催されますことを、まずもって御

礼申し上げます。ありがとうございます。 

 年度当初の事業や行事につきましては、６月の定例会において報告をさせて

いただきますので、御了承頂きたいと思います。 

 本日の臨時会でございますが、承認第１号専決処分の承認を求めることにつ
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いて（松田町税条例の一部を改正する条例）につきましては、地方税法の一部

を改正する法律の施行により、町税条例の一部を改正する必要が生じたため、

地方自治法第179条第３項の規定により承認を求めるものでございます。 

 次に、議案第32号工事請負契約の締結について（令和５年度松田町立松田幼

稚園園舎大規模改修工事（繰越明許））につきましては、松田町議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議会に

提案するものでございます。 

 次に、報告第２号専決処分の報告につきましては、（松田町布設工事監督者

の配置及び資格並びに水道技術者の資格に関する条例の一部を改正する条例）

につきましては、令和６年４月１日より上水道整備や管理業務の所管が厚生労

働省から国土交通省及び環境省へ移管されることに伴い、町条例の一部を改正

する必要が生じたため、地方自治法第180条第２項の規定により専決処分の報

告をさせていただくものでございます。 

 これらの案件につきましては、議事の進行に伴い、私をはじめ副町長、教育

長、担当課長より御説明申し上げますので、御審議の上、御決議賜りますよう

よろしくお願いいたします。 

 なお、本日の議会から４月１日付で就任された野崎智教育長が出席をしてお

りますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 次に、４月１日付で人事異動を発令し、幹部職員に異動と昇格がございまし

たので、御紹介をさせていただきます。参事兼議会事務局長に昇格いたしまし

た石井友子君、参事兼総務課長に早野政弘君、町民課長兼寄出張所長に堀谷恵

子君でございます。幹部をはじめ職員につきましては、時代の流れに対応した

町政運営に取り組み、住民福祉の増進を目指し、町民が安心して生活できる住

環境の整備、松田町への郷土愛を育み、協働・連携協力を積極的に進めてまい

りますので、議員各位の皆様におかれましては引き続き御指導、御鞭撻のほど、

よろしくお願い申し上げます。 

 最後になりますが、夏季における執務時の服装につきまして、地球温暖化対

策実行計画の一環として、国と同様に、限りある資源を大切にし、省エネルギ
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ーを推進するため、５月１日から10月31日まで職員がノーネクタイやポロシャ

ツなどの軽装にて執務をさせていただきますので、御承知くださいますようよ

ろしくお願いを申し上げます。 

 以上が私からの行政報告になります。本日の議会、何とぞよろしくお願い申

し上げます。 

議      長  町長の行政報告を終わります。 

 暫時休憩いたします。午前９時20分より大会議室において議員全員協議会を

開きますので、議員及び町長ほか関係職員は御参集くださるようお願いいたし

ます。                          （９時07分） 

 


